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在留外国人インフルエンサー招請による観光情報発信業務 

企画提案募集要領 

 

本要領は、在留外国人インフルエンサー招請による観光情報発信業務（以下「本業務」とい

う。）を委託するにあたり、公募型プロポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し、最

も適格と判断される事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

第１ 募集事項 

 １ 案件名 

   在留外国人インフルエンサー招請による観光情報発信業務 

２ 事業目的 

 観光庁の令和７年宿泊旅行統計（速報値）によると、欧米豪市場からの訪日旅行客に

おける東北地方の全国シェアは１．０％、宮城県は０.３％と低水準であり、「東北」の

認知度不足が課題となっている。欧米豪市場に好まれる観光資源の情報発信が十分にさ

れていないことが原因であることから、欧米豪市場のトレンドや価値観に精通したイン

フルエンサーの視点を取り入れながら宮城県内の観光資源の情報発信をする必要がある。 

本事業では、欧米豪市場のトレンドや価値観に精通した欧米豪出身の在留外国人イン

フルエンサーを県内各圏域に派遣し、欧米豪市場の訪日旅行関心層に対して県内観光資

源の情報発信を行うことで、県内各圏域の魅力や効率的に周遊可能なモデルルートを選

定し、発信することにより、認知度向上及び誘客促進を図る。 

３ 契約の相手方の選定 

   本業務は、宮城県が公募による企画提案を募集し、優れた提案及び能力を有し、最も 

適格と判断される事業者を選定し、契約予定者とする。 

４ 委託期間 

   契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで 

 ５ 業務内容 

   別添「在留外国人インフルエンサー招請による観光情報発信業務基本仕様書（案）」のと

おり 

 

第２ 応募資格 

企画提案に応募できる者に必要な資格は、次のとおりとする。 

１ 日本国内に事業所を有する法人であって、消費税及び地方消費税並びに地方税の全て

の税目を滞納していない者。 

２ 過去２年以内に、国又は地方自治体等からの委託を受けて、本件類似事業を実施した

実績を複数案件有する者。 

３ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

４ 以下のいずれかの手続きをしている者又はされている者でないこと。 

（１）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てをして
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いる者又は再生手続き開始の申立てがされている者（同法第３３条第１項に規定する

再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てをして

いる者又は更生手続き開始の申立てがされている者（同法第４１条第１項に規定する

更生手続き開始の決定を受けた者を除く。）。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続き開始の申立てをしている者

又は破産手続き開始の申立てがされている者（同法第３０条第 1項に規定する破産手

続き開始の決定を受けた者を除く。） 

５ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第１項第２号の規定によるもの）又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員で

なくなった日から５年を経過しない者が経営又は運営に関係している者でないこと。 

６ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律１９４号）第３条の規定によるもの）で

ないこと。 

７ 宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）でな

いこと。 

８ 委託業務を的確に遂行する能力を有すること。 

９ 上記１から８を満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加

も可能とする。その場合、県は代表者とのみ委託契約を行うため、その他の事業者につ

いては、代表者との委託契約（本県との関係性においては再委託に該当。）により業務

を行うこととするが、再委託先事業者においても、上記３から８までの条件を満たさな

ければならない。また、１つの企業が複数の企画提案者の再委託先事業者となることは

できないが、海外法人については、この限りではない。 

さらに、本業務全体の進行管理及び取りまとめ等は代表者の責任において行うものと

し、代表者は、応募時に、再委託先事業者の名称、所在地、再委託内容、目的及び理由

等を具体的かつ明確に記載した「再委託先事業者一覧表」（様式第４号）を提出し、委託

契約締結後に県と改めて再委託に関する協議を行うものとする。 

なお、契約締結後、応募時に記載していなかった事業者と再委託する必要が出てきた 

場合は、県がやむを得ないと認めたものについてのみ再委託を可能とする。 
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第３ スケジュール（予定を含む。） 

（１）企画提案募集開始 

 （２）企画提案書作成等に関する質問受付期限 

（３）企画提案書作成等に関する質問への回答期限 

（４）企画提案への参加申し込み期限 

令和８年６月２３日（火） 

令和８年７月３日（金）午後３時 

令和８年７月８日（水） 

令和８年７月１０（金）午後３時 

 （５）企画提案書の提出期限 

 （６）企画提案の選考（応募多数の場合書面審査を予定） 

 （７）企画提案の選考（プレゼンテーション） 

（８）企画提案書の選考結果通知 

（９）契約締結（予定） 

（10）業務開始 

令和８年７月２２日（水）午後３時 

令和８年７月２３日（木） 

令和８年７月２７日（月） 

令和８年７月下旬 

令和８年７月下旬 

令和８年８月上旬 

 

第４ 応募手続 

 １ 企画提案書作成等に関する質問の受付 

   応募に当たって、企画提案書作成等に関する質問を下記のとおり受け付ける。ただし、 

企画提案書の具体的な記載内容及び評価基準についての質問は、公平性の確保及び公正 

な選考の観点から一切回答しない。 

（１）受付期限 

令和８年７月３日（金）午後３時まで（必着） 

 （２）提出方法 

  イ 質問書（様式第１号）を用いて、電子メールにより提出すること。 

  ロ 件名及び電子メールアドレスは、下記のとおりとする。 

   （イ）件名：【事業者名】在留外国人インフルエンサー招請による観光情報発信業務に係

る質問書 

   （ロ）電子メールアドレス：kankoueu@pref.miyagi.lg.jp 

（宮城県経済商工観光部観光戦略課欧州誘客推進班） 

   （ハ）電話や口頭、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

 （３）回答方法 

質問に対する回答は、令和８年７月８日（水）までに宮城県経済商工観光部観光戦略

課のホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案

事項に密接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する。 

また、質問の内容によっては回答しないこともある。この場合も、その旨ホームペ 

ージに掲載する。 

 ２ 企画提案への参加申込 

  （１）提出書類 

   イ 企画提案参加申込書（様式第２号） １部 

   ロ 企画提案応募資格に係る宣誓書（様式第３号） １部 

   ハ 同種・類似業務の受託実績（任意様式） １部 

    （イ）官民を問わず、これまで実施した代表的な事業が分かる資料を提出すること。 
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    （ロ）過去２年以内に国又は自治体から受注した代表的な事業があれば併せて提出

すること。 

  （２）提出期限 

令和８年７月１０日（金）午後３時まで（必着） 

（３）提出方法 

イ 原則として電子メールにより提出すること。なお、セキュリティ等の理由から

電子メールでの提出が困難な場合は事務局に連絡すること。 

    ロ 件名及び電子メールアドレスは、下記のとおりとする。 

（イ） 件名：：【事業者名】在留外国人インフルエンサー招請による観光情報発信業務

に係る参加申込書 

（ロ） 電子メールアドレス：kankoueu@pref.miyagi.lg.jp 

（宮城県経済商工観光部観光戦略課欧州誘客推進班） 

３ 企画提案書の提出 

  （１）提出書類 

下記を満たす企画提案書 

イ パワーポイント形式等任意様式 

ロ Ａ４版横書き 

ハ 表紙と目次を除き２０ページ以内 

  （２）企画提案書の構成 

別紙「企画提案書の構成等について」のとおりとする。 

（３）提出期限 

令和８年７月２２日（水）午後３時まで（必着） 

  （４）提出方法 

イ 原則として電子メールにより提出すること。なお、セキュリティ等の理由から

電子メールでの提出が困難な場合は事務局に連絡すること。 

    ロ 件名及び電子メールアドレスは、下記のとおりとする。 

（イ） 件名：：【事業者名】在留外国人インフルエンサー招請による観光情報発信業務

に係る企画提案書 

（ロ） 電子メールアドレス：kankoueu@pref.miyagi.lg.jp 

（宮城県経済商工観光部観光戦略課欧州誘客推進班） 

 

第５ 業務委託候補者の選考 

 １ 選考方法 

県が設置する選定委員会においてプレゼンテーション審査を実施し、総得点が満点の 

６割以上の提案者の中から、最高点を付けた委員数が最も多い提案者を業務委託候補者

として選定する。なお、最高点を付けた委員数が最も多い提案者が複数いる場合は、そ

の同数となった提案者の中で次点の評価点を付けた委員が最も多い提案者を選定する。

それでもなお同点の提案者がいる場合は、提案した見積書の金額が最も少額である者を

選定する。選定に当たり疑義が生じた場合は、選定委員会で協議の上、業務委託候補者



5 
 

を選定する。 

プレゼンテーション審査の日時及び場所等の詳細については、企画提案書の提出期限 

後に、各企画提案者に対して通知する。 

なお、企画提案者が１者のみの場合は、総得点が満点の６割以上となった場合のみ、 

業務委託候補者として選定する。 

 ２ 選定結果の通知、審査及び選定結果に対する質問 

   審査終了後、全ての企画提案書提出者に選定結果を通知する。 

   なお、審査及び選定結果に関する質問には一切応じない。 

 ３ 応募者多数の場合の取扱い 

   応募者が４者以上となった場合には、事前に提出された企画提案書による書面審査を 

事務局により実施し、上位３者のみによるプレゼンテーション審査を行うものとする。 

   なお、書面審査における選考方法は第５の１を準用することとし、評価基準・判定は 

第６によるものとする。選考結果については各企画提案者に対して通知する。 

４ 企画提案書の選考 

（１）実施日  令和８年７月２７日（月）（予定）※実施時間は別途通知する。 

（２）実施会場 宮城県行政庁舎１４階 経済商工観光部会議室（予定） 

        （宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号） 

（３）実施方法 

・ 出席者は１提案につき３名以内とする。 

・ １応募者当たりの持ち時間は２５分以内（説明時間１５分以内、質疑応答１０ 

分以内）とし、発注者が指示した時間から順次、個別に行うものとする。 

・ 事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、追加資 

料の配付は原則として認めない。 

・ 大型モニター等の使用を希望する場合、パソコンはプレゼンテーションを行う 

者が用意すること。 

・ 原則として実施会場で直接のプレゼンテーションとする。 

 

第６ 評価基準・配点 

   次の審査項目及び配点（合計 100点）により行うものとする。 

   なお、プレゼンテーションに先立ち書面審査を行う場合においても同様とする。 

１ 業務実施の方向性及び全体計画（配点 20 点） 

（１）本業務の趣旨を理解し、欧米豪市場における本県の認知度不足という課題を適切

に把握した上で、業務実施の方向性・全体計画、提案全体の概要が具体的かつ実効

性の高い内容として提案されているか。（10 点） 

  （２）実施方法やスケジュール等が具体的かつ現実的で、適切な業務の進行管理が可能

な計画として提案されているか。（5点） 

（３）実施内容に対する事業の成果目標が適当で、目標達成や事業効果を高める工夫が 

提案されているか。（5点） 
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２ 業務別の内容（配点 55 点） 

（１）県内 3 エリア（北部・中部・南部）の特徴を捉えた 3 泊 4 日程度のモデルコース

について、中部エリアにおいては石巻圏域への滞在要件（半分以上）を満たした上

で、欧米豪市場のニーズに沿った魅力的な周遊ルートが提案されているか。（15 点） 

（２）紹介するエリアや観光コンテンツの内容と選定したインフルエンサーのジャンル

や特性が合致しているか（20 点） 

（３）各エリアにつき各 6回以上の情報発信にあたり、発信を予定している SNS の種類、

投稿内容、目標とするリーチ数等が明記され、目標の達成に向けて創意工夫した取

組になっているか。（10点） 

（４）効果検証及び分析を行うにあたり、適切に事業効果を把握できる指標（KPI）を提

案されているか。（10点） 

 ３ 業務遂行能力（配点 15 点） 

   知識・経験を有する人員が配置され、類似業務の実績から提案内容を確実に履行でき

る能力があること、ならびに招請期間中の安全管理や緊急時の対応体制が万全であるこ

とが提案されているか。（15 点） 

 ４ 費用の確実性（配点 10 点） 

  必要経費が過不足なく計上され、積算が適正で、提案内容との整合性が確保された費

用計画として提案されているか。（10 点） 

   

第７ 事業費（委託上限額） 

５，９４３，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

第８ 失格事由 

 １ 次のいずれかに該当する場合は、応募者を失格とする。 

（１）提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合又は文 

意が不明である場合 

  （２）本募集要領等に従っていない場合 

  （３）選考に参加しなかった場合 

  （４）同一の応募者が２つ以上の企画提案書を提出した場合 

  （５）企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げた場合 

（６）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、

第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

  （７）発表済の内容と酷似した提案を行った場合 

 ２ その他 

（１）企画提案書等の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」（様式第５号）を提

出すること。 

  （２）取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書等は返却しない。 

  （３）企画提案書等の再提出は認めない。 

（４）審査は提出された企画提案書等により行うが、提案受付後、提案内容について説
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明を求めることがある。 

 
第９ 契約の締結 

   本企画提案に係る契約については、下記により行う。 
 １ 受注者の決定 

   選考委員会において決定した受注候補者を優先候補者とし、地方自治法施行令第 
１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約を行うため、優先候補者から見積書

を徴収し、予算額の範囲内において契約を締結する。ただし、特別な理由により受注候

補者と契約を締結出来ない場合は、他の提案者のうち順位が上位の者から順に契約交渉

を行うものとし、最終的に交渉が成立した提案者を受注者とする。 
２ 契約書及び業務の仕様の確定 

  （１）契約書は、県と受注者で協議の上作成する。 

（２）業務の仕様は、仕様書案に記載されている事項を基本とするが、県と受注者の協

議により、必要に応じて追加、変更又は削除を行うことがある。 

（３）委託金の支払条件 

     委託金の支払い方法は、原則として業務完了後の一括払いとする。 

 
第 10 その他必要な事項 

  １ 契約に関する条件等 

（１）目的物（成果品）の帰属 

成果品に係る著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条から第２８

条までに規定する権利をいう。）は、発注者に帰属する。 
（２）著作権等 

 イ 受注者は、本業務による成果品の著作権を全て発注者に譲渡し、発注者は、本業

務の成果品を、自ら又は発注者が認めた第三者が使用するために必要な範囲におい

て無期限で随時利用できるものとする。 

ロ 受注者は、発注者が認めた場合を除き、成果品に係る著作人格権を行使できない

ものとする。 

  ハ  本業務で使用する画像等の著作権上の権利関係について、受注者において現実的

に可能な範囲で調査・確認を行うこと。 

（３）機密の保持 
受注者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、その他適正な

管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。 

（４）個人情報の保護 

受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護条例（平

成８年宮城県条例第２７号）を遵守しなければならない。 

 ２ その他 

  （１）企画提案書の取り扱い 
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提出された提案書は、原則として返却しない。 

  （２）提出後の変更 

     提出された書類は、原則として、提出後の差替え、変更及び取消は認めない。 

（３）企画提案に要する費用は、すべて提案者の負担とする。 

（４）本業務により得られた成果は、全て当県に帰属するものとする。 

（５）県は企画提案に参加する事業者が企画提案を公正に執行することが困難である 

と認めるときは、本公募型プロポーザル方式による選定の実施を延期し、又は取り

止めることがある。 

（６）本業務の実施に関して、業務委託候補者の企画提案の内容を当然に実施すること

を約束するものではなく、県と業務委託候補者で協議の上決定する。また、県との

間で本業務の委託契約が成立した場合、具体的な業務内容や進め方等については、

逐次県と協議するものとする。 

（７）提出書類の情報開示 

  提出された企画提案書等は、行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮

城県条例第１０号）による開示請求があった場合、個人情報や事業情報などの非開

示部分を除き、開示することとなる。 

（８）本提案募集の手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本

標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）によるものとする。 

（９）本業務について、訴訟の必要が生じた場合は、県の本庁舎所在地を所管する仙台

地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 
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企画提案書の構成等について 

 
１ 企画提案書の構成 

  企画提案書は以下の項目順に作成すること。 
 （１）表紙 

「法人名」、「所在地」、「代表者名」、「担当者名（所属、職、氏名）」及び「連絡先（電

話番号、電子メールアドレス）」を記載すること。 
 （２）目次 
 （３）業務の全体計画 

年間を通じての業務全体の流れやスケジュールについて記載すること。 
 （４）実施業務の内容 
  イ 欧米豪市場のニーズや動向を踏まえた在留外国人インフルエンサーを活用したプロ

モーションについての企画提案全体の概要を明確に記載すること。 
ロ 事業内容について 
 (イ) 宮城県内を北部・中部・南部エリアの３エリアについて、中部エリアにおいては石

巻圏域への滞在要件（半分以上）を満たした上で、欧米豪市場のニーズに沿った３泊４

日程度のモデルコースを記載すること。 
(ロ) 在留外国人インフルエンサーについて、フォロワー数や特性、ジャンルといった

詳細な情報を明記すること。また、紹介するエリアや観光コンテンツを踏まえた上

で選定する理由を明記すること。 
(ハ) 各エリアにつき各 6 回以上の情報発信にあたり、発信を予定している SNS の種

類、投稿内容、目標とするリーチ数等を明記すること。 
(ニ) その他、事業目的の実現のため、提案者が持つ技術・ノウハウ・資源等を活用し

た独自の提案があれば、具体的に企画提案書へ記載すること。 
  ハ 業務の目標 

本業務の趣旨に資する以下の指標（KPI）を設定し記載すること。なお、設定 

した各指標の妥当性について、根拠となるデータや算出基準をあわせて示すこと。 

    【指標（KPI）】 
・ＳＮＳでの情報発信に関するインプレッション数やリーチ数、エンゲージメントな

ど事業効果の分析に必要な項目 
 （５）業務遂行能力 

イ 事務局の人数と役割など業務の実施体制を示すこと。 
  ロ 過去の実績について記載すること。なお、過去２年以内に国や自治体から受注した 

代表的な事業がある場合には記載すること。 
（６）概算見積書 

    業務内容別に区分し、さらに実施する取組ごとに金額を記載すること。 
 
２ 企画提案書の仕様 

（１）提案数   １者につき１案 
（２）ページ数等 表紙と目次を除き２０ページ以内 


